
瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施

行規則をここに公布する。  

平成２７年１２月２５日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第３１号 

瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例（平成２７年瀬戸市条例第２９号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（条例別表第１に定める事務）  

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外

国人に対する生活保護の措置に関する事務取扱要綱第１条に規定する生

活に困窮する外国人に対して行う生活保護の措置に関する事務とする。  

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、愛知県特別障害者

手当等支給要綱第１条に規定する在宅の重度障害者の福祉の向上を図る

ため市が行う愛知県特別障害者手当等の支給の実施に関する事務とする。  

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、愛知県在宅重度障

害者手当支給規則（昭和４５年愛知県規則第２９号）第１条に規定する

在宅の重度障害者の福祉の増進を図るため支給する愛知県在宅重度障害

者手当の支給の実施に関する事務とする。  



第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、愛知県心身障害者

扶養共済制度条例（昭和４５年愛知県条例第４号）第１条に規定する心

身障害者の保護者が死亡し、又は重度障害となった後の心身障害者に年

金を支給する愛知県心身障害者扶養共済制度の実施に関する事務とする。  

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、瀬戸市障害者手当

支給条例（昭和４５年瀬戸市条例第１４号）第５条第１項に規定する障

害者で本市に居住するものに対して、手当を支給する障害者手当の支給

に関する事務とする。  

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、瀬戸市在日外国人

福祉給付金支給要綱第１条に規定する国民年金の給付を受けることがで

きない外国人に対して、福祉給付金を支給する在日外国人福祉給付金の

支給に関する事務とする。  

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、瀬戸市軽度・中等

度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第２条に規定する身体障害者

手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器購入費

の一部を助成する軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成の実施に関す

る事務とする。  

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、瀬戸市地域生活支

援事業実施要綱第２条に規定する障害者等に対して、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう利用者の状況等に応じて行う地域

生活支援事業の実施に関する事務とする。  

第１０条  条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、瀬戸市家族介護

用品支給事業実施要綱第１条に規定する介護保険法（平成９年法律第１

２３号）第９条に規定する被保険者のうち重度の要介護状態にある者を

介護する家族に対して、介護用品支給券の交付により介護用品を支給す



る家族介護用品の支給に関する事務とする。  

第１１条  条例別表第１の１０の項の規則で定める事務は、瀬戸市老人日

常生活用具給付事業実施要綱第１条に規定するひとり暮らし老人等に対

して、日常生活用具を給付する老人日常生活用具の給付に関する事務と

する。  

第１２条  条例別表第１の１１の項の規則で定める事務は、瀬戸市健康診

断書料助成事業実施要綱第１条に規定する介護及び支援が必要な高齢者

に対して、介護サービス等を利用する際に必要とされる健康診断書作成

の費用の一部を助成する健康診断書料の助成に関する事務とする。  

第１３条  条例別表第１の１２の項の規則で定める事務は、瀬戸市介護福

祉手当支給要綱第１条に規定する介護保険法第９条に規定する被保険者

のうち要介護の認定を受けた者に対して、手当を支給する介護福祉手当

の支給に関する事務とする。  

第１４条  条例別表第１の１３の項の規則で定める事務は、瀬戸市成年後

見制度利用支援事業実施要綱第１条に規定する判断能力が不十分な高齢

者、知的障害者又は精神障害者の権利擁護の促進のために行う成年後見

制度利用の支援に関する事務とする。  

第１５条  条例別表第１の１４の項の規則で定める事務は、瀬戸市高齢者

世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱第１条に規定する高齢者世話付

住宅に居住する高齢者に対して、生活援助員を派遣し、生活指導及び相

談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供

する高齢者世話付住宅生活援助員の派遣に関する事務とする。  

第１６条  条例別表第１の１５の項の規則で定める事務は、瀬戸市私立幼

稚園就園奨励費補助金交付要綱第１条に規定する私立幼稚園の設置者に

対して、当該設置者が保護者の経済的負担の軽減を図るための保育料及



び入園料を減免した場合に補助金を交付する私立幼稚園就園奨励費補助

金の交付に関する事務とする。  

第１７条  条例別表第１の１６の項の規則で定める事務は、愛知県遺児手

当支給規則（昭和４５年愛知県規則第３０号）第１条に規定する遺児に

対して、健全な育成及びその福祉の増進を図るため、手当を支給する愛

知県遺児手当の支給に関する事務とする。  

第１８条  条例別表第１の１７の項の規則で定める事務は、瀬戸市子育て

短期支援事業利用実施要綱第１条に規定する児童を養育している家庭の

保護者に対して、病気その他の理由により家庭における児童の養育が一

時的に困難となった場合で、乳児及び児童が緊急一時的に保護を必要と

する場合、乳児院、児童養護施設において一定期間、養育又は保護する

子育て短期支援事業の実施に関する事務とする。  

第１９条  条例別表第１の１８の項の規則で定める事務は、瀬戸市小児慢

性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱第１条に規定する児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の３第３項に規定する医療費

支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対して、特殊寝台等の日常生

活用具を給付する小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務

とする。  

第２０条  条例別表第１の１９の項の規則で定める事務は、瀬戸市健康診

査費用徴収取扱要綱第１条に規定する健康増進法（平成１４年法律第１

０３号）第１７条及び第１９条の２に規定する健康診査の実施に対して、

当該健康診査に要する費用の一部を徴収する健康診査費用の徴収に関す

る事務とする。  

第２１条  条例別表第１の２０の項の規則で定める事務は、瀬戸市母子・

父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）第２条に



規定する受給資格者に対して、健康の保持及び生活の安定のため、医療

費を助成する母子・父子家庭等医療費の助成に関する事務とする。  

第２２条  条例別表第１の２１の項の規則で定める事務は、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条に規定する後

期高齢者医療の被保険者に対して、後期高齢者医療給付の支給、保険料

の徴収又は保健事業の実施に関する事務とする。  

第２３条  条例別表第１の２２の項の規則で定める事務は、瀬戸市後期高

齢者福祉医療費給付要綱第２条に規定する受給資格者に対して、健康の

保持増進を図るため、医療費の一部を支給する後期高齢者福祉医療費の

給付に関する事務とする。  

第２４条  条例別表第１の２３の項の規則で定める事務は、瀬戸市就学援

助費支給事務取扱要綱第１条に規定する経済的な理由によって就学困難

な児童生徒の保護者に対して、就学援助をする就学援助費の支給に関す

る事務とする。  

第２５条  条例別表第１の２４の項の規則で定める事務は、瀬戸市特別支

援教育就学奨励費支給要綱第１条に規定する特別支援教育対象者の保護

者に対して、経済的負担を軽減するため、奨励費を支給する特別支援教

育就学奨励費の支給に関する事務とする。  

 （条例別表第２に定める事務及び特定個人情報）  

第２６条  条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、生活に困窮する

外国人に対する生活保護の措置に関する事務取扱要綱第２条に規定する

生活に困窮する外国人（以下この条において「要保護者」という。）に

対して行う生活保護の措置の決定に係る事実についての審査に関する事

務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。  

 ⑴ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者



に係る生活保護実施関係（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若し

くは同条第９項の保護の変更、同法第２５条第１項の職権による保護

の開始若しくは同条第２項の職権による保護の変更又は同法第２６条

の保護の停止若しくは廃止をいう。）に関する情報  

 ⑵ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者

に係る児童扶養手当（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）

第４条第１項の児童扶養手当をいう。）の支給に関する情報  

 ⑶ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者

に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）

第３１条第１号（同法第３１条の１０において読み替えて準用する場

合を含む。）の給付金の支給に関する事務  

 ⑷ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第  

２項第１号に掲げる市町村民税（個人に係るものに限る。）をいう。）  

に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）  

 ⑸ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者

に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第１項の養育医

療の給付又は養育医療に要する費用の支給をいう。）に関する情報  

 ⑹ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者  

に係る児童手当又は特例給付（児童手当法（昭和４６年法律第７３号）  

第８条第１項（同法附則第２条第３項において準用する場合を含む。）  

の児童手当又は特例給付（同法附則第２条第１項の給付をいう。）の

支給に関する情報  



 ⑺ 当該決定に係る要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者

に係る介護保険給付（介護保険法第１８条第１号の介護給付、同条第

２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給をいう。）の

支給、地域支援事業（同法第１１５条の４５に規定する要介護状態等

となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地

域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的

に行う地域支援事業をいう。）の実施又は保険料（同法第１２９条の

介護保険事業に要する費用に充てるための保険料をいう。）の徴収に

関する情報  

第２７条  条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、愛知県特別障害

者手当等支給要綱第４条に規定する愛知県特別障害者手当、愛知県障害

児福祉手当及び愛知県福祉手当の受給資格の認定に係る事実についての

審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該認定

の請求を行う者又は請求を行う者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地

方税関係情報とする。  

第２８条  条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、愛知県在宅重度

障害者手当支給規則第７条に規定する愛知県在宅重度障害者手当の支給

の停止に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定め

る特定個人情報は、当該支給の停止の確認を要する受給資格者又は受給

資格者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  

第２９条  条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、愛知県心身障害

者扶養共済制度条例第９条に規定する愛知県心身障害者扶養共済制度の

掛金又は口数の追加に係る掛金の全部又は一部の免除に係る事実につい

ての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該

免除する加入者又は加入者と同居している心身障害者の配偶者、父母、



子及び兄弟姉妹等に係る地方税関係情報とする。  

第３０条  条例別表第２の５の項の規則で定める事務は、瀬戸市障害者手

当条例第８条に規定する障害者手当の支給の制限等に係る事実について

の審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該制

限等の確認を要する受給者に係る地方税関係情報とする。  

第３１条  条例別表第２の６の項の規則で定める事務は、瀬戸市在日外国

人福祉給付金支給要綱第８条に規定する在日外国人福祉給付金の支給の

停止に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める

特定個人情報は、当該支給の停止の確認を要する受給者に係る地方税関

係情報とする。  

第３２条  条例別表第２の７の項の規則で定める事務は、瀬戸市軽度・中

等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第３条第２項に規定する助

成の対象児に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で

定める特定個人情報は、当該対象児の確認を要する対象児の保護者又は

保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  

第３３条  条例別表第２の８の項の規則で定める事務は、瀬戸市地域生活

支援事業実施要綱第３条に規定する事業の実施に伴う利用者負担額又は

助成の額の決定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規

則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。 

 ⑴ 瀬戸市地域生活支援事業実施要綱第３条第９項に規定する地域活動

支援センター事業の利用者負担額の決定に係る当該対象者又は当該対

象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報  

 ⑵ 瀬戸市地域生活支援事業実施要綱第３条第１０項第２号（オ）に規

定する自動車改造助成事業の自動車改造に要する経費の一部助成に係

る当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関



係情報  

第３４条  条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、瀬戸市家族介護

用品支給事業実施要綱第２条に規定する要援護者とする要件に係る事実

についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、

当該要援護者又は要援護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情

報とする。  

第３５条  条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は、瀬戸市老人日

常生活用具給付事業実施要綱第２条第２項に規定する給付の対象者とす

る要件に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定め

る特定個人情報は、当該対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係

る地方税関係情報とする。  

第３６条  条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は、瀬戸市健康診

断書料助成事業実施要綱第３条に規定する助成の対象者とする要件に係

る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人

情報は、当該対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関

係情報とする。  

第３７条  条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は、瀬戸市介護福

祉手当支給要綱第３条第１項第３号に規定する手当の支給要件に係る事

実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報

は、当該支給要件となる要介護者又は当該要介護者と同一の世帯に属す

る者に係る地方税関係情報とする。  

第３８条  条例別表第２の１３の項の規則で定める事務は、瀬戸市成年後

見制度利用支援事業実施要綱別表に規定する要件に係る事実についての

審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該者又

は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  



第３９条  条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は、瀬戸市高齢者

世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱第１０条に規定する利用者の収

入の現況報告に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、当該利用者又は当該利用者と同一の世帯に属

する者に係る地方税関係情報とする。  

第４０条  条例別表第２の１５の項の規則で定める事務は、瀬戸市私立幼

稚園就園奨励費補助金交付要綱第３条に規定する補助金の額の区分とな

る対象園児の属する世帯に係る事実についての審査に関する事務とし、

同項の規則で定める特定個人情報は、当該対象園児と同一の世帯に属す

る者に係る地方税関係情報とする。  

第４１条  条例別表第２の１６の項の規則で定める事務は、愛知県遺児手

当支給規則第６条の３に規定する愛知県遺児手当の支給の停止に係る事

実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報

は、支給の停止の確認を要する受給資格者又は受給資格者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る地方税関係情報とする。  

第４２条  条例別表第２の１７の項の規則で定める事務は、瀬戸市子育て

短期支援事業利用実施要綱第１２条に規定する利用料の額の区分となる

対象者の属する世帯に係る事実についての審査に関する事務とし、同項

の規則で定める特定個人情報は、当該対象者又は当該対象者と同一の世

帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  

第４３条  条例別表第２の１８の項の規則で定める事務は、瀬戸市小児慢

性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱第６条に規定する費用の負

担の額の区分となる対象者の収入に係る事実についての審査に関する事

務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該対象者又は当該対象

者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  



第４４条  条例別表第２の１９の項の規則で定める事務は、瀬戸市健康診

査費用徴収取扱要綱第７条に規定する健康診査を受けようとする者に対

し、健康診査に要する費用の一部として徴収する徴収金の免除の決定に

係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個

人情報は、当該健康診査を受けようとする者又は当該健康診査を受けよ

うとする者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  

第４５条  条例別表第２の２０の項の規則で定める事務は、瀬戸市母子・

父子家庭等医療費助成条例第２条に規定する受給資格者の要件に係る事

実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報

は、当該受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る

地方税関係情報とする。  

第４６条  条例別表第２の２１の項の規則で定める事務は、高齢者の医療

の確保に関する法律第５０条に規定する後期高齢者医療の被保険者に対

する後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関

する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該被保険者又は

当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。  

第４７条  条例別表第２の２２の項の規則で定める事務は、瀬戸市後期高

齢者福祉医療費給付要綱第２条第６号に規定する受給資格者の要件に係

る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人

情報は、当該受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に

係る地方税関係情報とする。  

第４８条  条例別表第２の２３の項の規則で定める事務は、瀬戸市就学援

助費支給事務取扱要綱第２条に規定する支給対象者の要件に係る事実に

ついての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、

当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情



報とする。  

第４９条  条例別表第２の２４の項の規則で定める事務は、瀬戸市特別支

援教育就学奨励費支給要綱第４条に規定する奨励費の支給区分となる保

護者の収入に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で

定める特定個人情報は、当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属す

る者に係る地方税関係情報とする。  

 （条例別表第３に定める事務及び特定個人情報）  

第５０条  条例別表第３の１の項の規則で定める事務は、瀬戸市就学援助

費支給事務取扱要綱第２条に規定する支給対象者の要件に係る事実につ

いての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当

該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

とする。  

第５１条  条例別表第３の２の項の規則で定める事務は、瀬戸市特別支援

教育就学奨励費支給要綱第４条に規定する奨励費の支給区分となる保護

者の収入に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定

める特定個人情報は、当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る地方税関係情報とする。  

 （その他）  

第５２条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。  

 


